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平成３１年第３回島田市教育委員会定例会会議録 
日 時 平成31年３月27日(水)午後２時00分～午後４時32分 

会 場 島田市役所 会議棟 Ｃ会議室（２階） 

出席者 濱田和彦教育長、牧野高彦委員、秋田美八子委員、原喜恵子委員、磯

貝隆啓委員 

欠席者  

傍聴人 １人 

説明のための出席者 畑教育部長、平松教育総務課長、池谷学校教育課長、高橋学校給食課

長、南條社会教育課長、加藤スポーツ振興課長、小澤図書館課長、太

田文化課長、 

 

会期及び会議時間 平成31年３月27日(水)午後２時00分～午後４時32分 

  

会議録署名人 磯貝委員、原委員 

  

教育部長報告  

  

事務事業報告 教育総務課長、学校教育課長、学校給食課長、社会教育課長、スポー

ツ振興課長、図書館課長、文化課長 

 

付議事項 

 

 

(1) 平成31年度島田市教育の施策の大要について 

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

(3) 島田市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の一部を改正

する規則の制定について 

(4) 島田市共同学校事務室の組織及び運営に関する規程について 

(5) 平成31年度島田市学校給食費の額について 

(6) 六合公民館運営審議会委員の委嘱について 

(7) 初倉公民館運営審議会委員の委嘱について 

(8) 金谷公民館運営審議会委員の委嘱について 

(9) 島田市スポーツ推進委員の委嘱について 

(10) 島田市立図書館協議会委員の委嘱について 

 

協議事項 (1) しまだの教育（リーフレット）について 

 

協議事項の集約 (1) 事務局から提案するもの 

(2) 各委員が提案するもの 

  

報告事項 (1) 平成31年２月分の寄附受納について 

(2) 平成31年２月分の生徒指導について 
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(3) 島田市学校給食食物アレルギー対応マニュアルについて 

(4) 「第２次島田市生涯学習推進大綱」及び「第２期島田市子ども・

若者育成支援計画」の策定について 

 

会議日程について ・次回島田市教育委員会定例会 平成31年４月24日（水）午後２:00～ 

         プラザおおるり 第一会議室 

・次々回島田市教育委員会定例会平成31年５月28日（火）午後２:00～ 

         金谷公民館 

  

 開  会    午後２時00分 

 

教育長 それでは、ただいまから平成31年第３回教育委員会定例会を開催い

たします。 

会期の決定ですが、会期は本日平成31年３月27日の１日とします。 

会議録署名人の指名ですが、本日は原委員と磯貝委員にお願いをし

ます。 

 議 事 
 教育部長報告 
教育長 それでは、教育部長から部長報告をお願いしたいと思います。 

教育部長  それでは、私から２月議会の概要について説明をさせていただきま

す。 

 ２月議会定例会につきましては、３月５日から７日にかけまして一

般質問、11日に議案質疑が行われ、３月26日に本会議最終日が行われ

ました。 

 まず、一般質問でありますが、教育委員会に係るものとして、主に

９人の議員からご質問がありました。その概要につきましては、お手

元の資料の１ページから11ページ記載のとおりです。 

 私から報告させていただく内容につきましては、去年同様、議員か

らの再質問に対する答弁の内容を報告をさせていただきます。 

 まず、１ページをお開きください。 

 佐野議員からは、学校再編に伴う地域づくりに係る再質問がござい

ましたが、教育委員会に直接にかかわる再質問等はございませんでし

た。 

 次、２ページになりますが、森議員からプラザおおるりの改修方法

に係り、おおるりの建物総合診断事業とは何をいうのかとの質問に対

しまして、築36年を迎え、音響や照明等設備の老朽化が進んできてい

るため、現在の劣化状況をチェックし、今後の改修計画に反映するた

めの調査であるとお答えしました。 

 また、おおるりは今後、新市民会館建設までの仮の建物としていく

のか、それとも長寿命化させて市民会館の替わりとしていくのか、ま
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た、その位置づけを決めるためには改修内容や費用などが分かる資料

を専門業者に出してもらう必要があるが、そのための予算化を至急行

うべきではないのかとの質問に対して、おおるりの改修は、まずは第

１ステージとして、来年度につり天井など改修のための実施設計を行

い、工事を実施していく。次の第２ステージとしては、市役所新庁舎

の完成後におけるおおるりの活用方法に関する改修計画を検討する必

要があるが、それは今後の総合診断事業等を行う中で時期や金額を算

定し、検討していきたい。市役所建設時期の間を利用して計画づくり

等も行う予定であるとお答えしました。 

 次に、３ページに移りますが、藤本議員からは、平成31年度施政方

針にかかわり、総合教育会議において、学校統廃合やいじめの問題、

教職員の多忙化などが協議されているが、今後の総合教育会議のあり

方についてどのように受けとめているのかとの質問に対し、総合教育

会議は市長が主催する会議で、教育委員会とお互いに意見交換を行う

貴重な機会である。第２回の総合教育会議では、教育環境適正化検討

委員会からの提言を受け、今後の学校再編についての話し合いが行わ

れた。市長からは、統合にかかわる施策の優遇措置、ＡＬＴの重点配

置、ＩＣＴの環境整備などの話があり、突っ込んだ協議ができた。第

３回では発達障害等、特別な支援が必要な子供たちの増加に対する課

題も共有できている。今後については、その時々の課題を整理しなが

ら対応していかなければならないと考えているとお答えしました。 

 次に、４ページに移りますが、村田議員からの教育委員会への再質

問は特にございませんでした。 

 横山議員からは、障害を持つ子供たちへの早期支援に係り、教育セ

ンターにはどのような資格を持った職員が発達検査を行っているの

か、また何人いるのかとの質問に対し、教育センターには、臨床発達

心理士と特別支援教育士の資格を持った職員がおり、人数は１人で対

応しているとお答えしました。 

 また、検査を受ける子供も大変増えてきているが、発達検査の実施

までには、申し込みをしてからどれぐらいの日数がかかるのかとの質

問に対し、一時期、発達検査と面談の２回で対応していたこともある

が、丁寧な対応が求められ、現在は３回で行っている。最初に面談を

し、次に検査、そして検査結果の面談となるが、診断の分析で約２週

間を要することもある。早い場合もあるが、大体１カ月から長くて２

カ月ぐらいかかることもあるとお答えしました。 

 また、小学校入学に当たって、支援の必要なお子さんの情報はどの

ように共有されているのかとの質問に対し、園が作成した就学支援表

や保護者が作成した就学サポート表は、親の同意をもとに就学する学

校に送付されている。多くの学校は、２月、３月に学校の職員が園を

訪問し、担任の先生から必要な情報を引き継ぐなどの工夫もしている。
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しかし、引き継ぐ先生が必ずしも１年生の担任にならないという課題

もあるとお答えしました。 

 また、特別支援教育指導室たんぽぽの現在抱えている課題は何か、

現場からは職員増を望む声があると聞くが、どう考えるのかとの質問

に対し、たんぽぽには現在44人の子供たちが在籍をしているが、年々

増加をしている状況にある。平成31年度には50人ぐらいになると予想

されている。職員数の増加については、急激に増やすことは困難であ

るため、学校教育支援員のやりくりの中で、できるだけたんぽぽにも

配慮していきたいとお答えしました。 

 また、食物アレルギーによるアナフィラキシーに対する緊急補助治

療としてエピペンが使用されるが、使用マニュアルはあるのか。また、

職員に対しどのような研修を行っているのかとの質問に対し、文部科

学省や日本学校保健会から出版されたマニュアルを参考にして対応し

ている。エピペンの打ち方や保護者への連絡、救急車要請などをフロ

ーチャート化し、誰もが緊急時には速やかな対応ができるようにして

いる。さらに、接種方法をＤＶＤで確認したり、練習用のトレーナー

を用いて繰り返し練習を行ったりしている。職員間では、エピペンを

保持している児童生徒の情報共有も行っているとお答えしておりま

す。 

 また、学校給食に関して、食物アレルギー対応のマニュアルはある

のかとの質問に対し、給食による食物アレルギー対応マニュアルにつ

いては、平成27年３月に策定し、また平成30年度には緊急時の対応方

法、連絡体制など必要不可欠な事項を盛り込む改定作業を行った。 

 また、南部学校給食センターでのアレルギー対応食の提供はいつか

らできるのか、また平成31年度はどんな準備を行っていくのかとの質

問に対し、平成32年度からの提供を予定している。平成31年度の主な

準備は、改定後のマニュアルの保護者や教職員への説明、全小中学校

に校内アレルギー対応委員会の設置、詳細な献立表の整備に向けたシ

ステム開発などを予定しているとお答えしました。 

 次に、６ページに移ります。 

 伊藤議員から、教育を取り巻く環境に係り、平成34年度に初倉地区

３小学校を統合することについて、いつどこでどのような会議で話が

出たのかとの質問に対し、３校の同時統合の案は、教育環境適正化検

討委員会から９月に提言書を受けた後、地域住民から３校同時統合を

望むとの声が寄せられたこと、また教育委員会としても、子供が多様

な考えに触れて切磋琢磨する教育環境を整えられること、児童数が多

いことによって活動が活発化すること、多様なクラス替えができるこ

と、小中一貫教育が円滑に行えることなどのメリットを考慮し３校同

時統合案を出した。平成34年度の統合案は、初倉小学校は普通教室を

25室確保が可能で、今後の児童数の推移を見て判断しているとお答え
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しました。 

 また、事務事業の点検・評価報告にかかわり、この目標値では、学

習指導要領に対して島田市が今どのような状況であるのか分からな

い。改善することは考えていないのかとの質問に対し、国の目標値と

の比較による評価の仕方も事務事業によっては必要な視点である。こ

のため、長期的な課題については、評価表の考察の欄などを利用して

国の目標値との開きなどを記載していきたいとお答えしました。 

 次に、７ページになります。 

 桜井議員からは、非正規職員の包括業務委託に係る再質問がありま

したが、教育委員会に直接かかわる再質問はありませんでした。 

 次に、８ページをお開きください。 

 山本議員から、家庭の日の施設利用に係り、家庭の日におけるスポ

ーツ活動の取り組みに関するアンケート調査を学校で行うことはでき

ないのかとの質問に対し、スポーツ少年団活動は校外活動であること、

また全ての子供が行っていないこと、さらにはその調査結果を学校活

動にどう生かせるかなどの課題があり、実施するには学校と十分な協

議なども必要であり、課題は大きいとお答えしました。 

 また、第３日曜日を施設開放する場合には、しっかりと適切な活動

計画書を提出してもらうことも必要ではないのかとの質問に対し、書

面で提出を求めることは、その実効性を高める上では期待は持てるが、

まずその家庭の日の役割、施設開放する場合の条件などを改めて各団

の指導者などへ周知していくことから取り組んで行きたい。その状況

で指導者の意識の変化が見られない場合には、活動計画書の提出など

についても検討していきたいとお答えしました。 

 次に、11ページにお進みください。 

 清水議員からは、観光で稼ぐまちづくりの取り組みにかかわり、川

越遺跡内には、地域資源として存在価値がある個人所有の建物がある

が、相続等の理由で所有ができなくなったような場合に、市としては

どのような対応を考えているのかとの質問に対し、指定地内で歴史的

な景観を有している個人所有の建物について、どのような理由で今後、

所有していくことができないのか、平成31年度に住民の意向調査など

の基礎調査を行い、個別な協議を通してその活用方策などを検討して

いく予定であるとお答えしました。 

 次に、議案質疑については、清水議員から学校現場における学校教

育支援、教育センター及びサタデーオープンスクールの運営並びにス

クールバス運行にかかわる平成31年10月からの包括業務委託化につい

て質疑がありましたが、内容は省略させていただきます。 

 なお、この包括業務委託に関しましては、12日の常任委員会での審

議及び15日の臨時常任委員会でもさらに審議されました。委員から、

業務委託を実施すると、正規職員と受託先職員が円滑に連携した対応
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が行えるのか不安である、あるいは、包括業務委託の平成31年10月か

らの導入は時期尚早等、意見をいただきました。 

 採決の結果、包括業務委託に係る予算につきましては、全ての常任

委員会で否決となりました。 

 また、26日の定例会最終日におきましては、当局が提出した当初予

算案に対し、議会側から包括業務委託にかかわる部分を全て減額修正

する動議があり、常任委員会同様、採決の結果、平成31年10月からの

包括業務委託化に係る予算部分は全て削減された予算が可決となって

おります。 

 以上、２月定例会におきます教育委員会に関する案件について説明

させていただきました。よろしくお願いいたします。 

教育長  部長報告は終わりました。 

 教育委員会に係るところは大変多くの方々からご質問をいただいた

ものですから、少し長くなりましたが、委員の皆様方から何か質問等

ありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 どうでしょうか。もしありましたらお願いしたいと思います。 

 よろしいですか。 

 包括のことにつきましては、大きな話題になりましたが、私のほう

から事前に説明もしているものですから、ご理解をしていただいてい

るのではないかなと思います。 

 それでは、部長報告は以上にしたいと思います。 

 事務事業報告 
教育長  続いて、事務事業報告に移りたいと思います。 

 補足のある課は説明をお願いします。 

 教育総務課からお願いします。 

教育総務課長  それでは、補足説明をさせていただきます。 

 12ページをご覧ください。 

 まず、実施の学校再編の関係です。 

 ３月９日土曜日、初倉地区の学校再編意見交換会を、湯日小学校の

保護者と地区住民の方を対象に、午後２時から４時まで初倉西部ふれ

あいセンターで開催をいたしました。 

 今回も託児を実施し、８人の利用がありました。 

 当日の参加者数ですが、湯日小学校の保護者が12人、未就学の保護

者が４人、地域の方が９人、合計で25人の参加となりました。 

 意見交換会の内容は、2022年、平成34年４月、３校同時統合の再編

案を提示し、意見を伺うという、これまで初倉南地区で３回行ってき

た内容と基本的には同じことで説明を行いました。 

 主な意見としまして、中学に入学後、同級生の輪の中に入れず取り

残されることが心配。湯日小と初倉小の早期統合を望む。また、今の

４年生以下は、クラスに女子１人、もしくは男子１人という構成が続
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いている。初倉中に行った長男の様子だが、同じクラスに湯日小で中

のよかった子が１人いるが、所詮20人から30人いるうちの２人。また、

横の席が女の子であった。慣れていないためとても緊張し、周りに気

を使っている状況のようであった。少人数から大勢の中に入る子はス

トレスになる。それに加え中学という生活の変化。うまくつなげられ

ないと友達の輪の中に入ることもままならない。交流授業があったと

しても自分を出せないこともある。在校生のことを考えると、３校同

時統合は負担が大きい、やめてほしいといった意見。 

 また、湯日は地域住民の協力ができている。子供に何ら大きな問題

はない。真の子供教育を重視すべきであるといった意見や、父兄の意

見ではなく地域のことも考えていかないと、地域がなくなることもあ

る。また、話が進まないのは、初倉南小の反対が強いからではないの

か。このような状況のまま平成34年度を迎えることに不安を感じると

いった意見。また、今回の統合の件を応援している。提言書の表紙に

あるとおり、子供を最優先にてお願いしたいといった意見が出されま

した。 

 また、参加者にお願いしたアンケートの集計結果ですが、湯日小学

校の学校再編についてどう考えますかという問いでは、19人が賛成、

反対が３人、その他が２人、未記入が１人となっております。 

 賛成と答えた方19人に再編方法についての問いをしたところでは、

３校同時統合が３人、先行して湯日小と初倉小を統合し、その後、初

倉南小を統合という方が７人、湯日小と初倉小の統合と回答した方９

人となっております。 

 続きまして、３月26日火曜日、北部地区学校再編意見交換会、昨日

行いました。 

 参加者数は、４小学校の保護者が81人、内訳としましては、伊太小

学校保護者が17人、相賀小の保護者が19人、神座小の保護者が33人、

伊久美小学校の保護者が12人の計81人となっています。また、地区の

方は４地区で29人、全体では110人の方に参加をしていただきました。 

 意見交換会の内容ですが、北中学校は、多くの保護者が望むクラス

替えができる人数や部活動の数の制限を受けない島田第一中学校へ準

備期間を踏まえ2021年度、平成33年度に統合、小学校につきましては、

島田第一小学校の校舎が完成し、新しくなった校舎で学校運営をスタ

ートさせる2024年度、平成36年度に北部４小学校を島田第一小学校に

統合する案を教育委員会で提示させていただき、意見をいただきまし

た。 

 アンケート等を行っておりますけれども、集計結果につきましては

現在、集計中でありますが、意見交換会を行った感想としましては、

大きく反対をする意見は余り出なかったという感じです。雰囲気的に

は、賛成、反対というよりも、児童数の減少などから統合はいたし方
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ないと感じている方が多いのかなと感じたところでございます。 

 その中でも、各小学校で行っている特色ある教育の存続や通学に関

することなど、統合後の教育などに関する意見などが出されました。

そのほか、伊久美地区につきましては、特認校問題や地域の方との意

見交換会が引き続き必要であると感じたところでございます。 

 続きまして、３月22日金曜日、19時から島田第四小学校仮設校舎の

工事説明会を、元島田自治会と花みずき自治会の方を対象に、第四小

学校で開催をしております。 

 工事車両の通行経路や仮設校舎時の避難地として利用できる範囲な

どを説明させていただきました。 

 それぞれの質問に対しまして、スクリーンに配置図や計画図を拡大

し映しまして説明をしております。 

 なお、グラウンド東側の住民の方から、仮設校舎が現在のグラウン

ド北側に移った場合、臨時の駐車場もそちらになります。東側の道路

が狭くなっておりますので、現在でもすれ違い時には側溝のふたの上

に乗ってガタガタ音がして困る、さらに職員等の駐車、交通量が増え

るので、そこを何とかしてください、できれば拡幅してくださいとい

うお話もありました。拡幅につきましてはすぐに対応することは難し

いということで、すぐやる課に側溝のふたの音の軽減対策について相

談したところ、ゴム等をはめて音を軽減させることはできるというこ

とでしたので依頼をして、すぐに対応してくれるという話になってお

ります。 

 次に、予定ですけれども、３月28日、あすになりますが、19時から

初倉地区学校再編意見交換会を、初倉地区全体の保護者、住民を対象

とし、初倉公民館で開催をいたします。 

学校教育課長  資料は13ページ、14ページ、15ページになります。 

 13ページの実施ですけれども、サタデーオープンスクール、放課後

イングリッシュ教室、それぞれ定員いっぱいの形で今年度、終わるこ

とができました。 

 公立高校の合格発表も行われ、卒業式、修了式については、３月15

日から３月20日にかけて各学校で無事終了いたしました。 

 予定ですけれども、４月４日から４月８日まで、入学式、始業式が

書いてあるとおり実施される予定です。 

 ４月18日は、全国学力・学習状況調査が行われますが、来年度は英

語が入ることになります。国語と算数、数学だけではなくて英語が入

るということです。 

学校給食課長  16ページをご覧ください。 

 まず、追記をお願いします。 

 実施の一番下ですが、施設の親子見学会、９組21人とご記入お願い

します。 
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 補足説明ですけれども、２月28日には、第２回目となります島田市

学校給食食物アレルギー対応委員会を開催いたしました。 

 第１回目は、今年度の新規の認定者の審議ですけれども、今回につ

きましては、後ほどご報告いたしますが、アレルギーマニュアルの作

成について審議をいただきました。 

 続きまして、３月13日ですが、第２回目の島田市学校給食センター

運営委員会を開催いたしました。主な内容は、今年度事業の実施報告、

それから来年度の事業計画を審議いただきました。 

 ３月14日には、初めて開催となりますが、島田市の農業委員会の皆

さんに試食をしていただきました。参加者は24人です。併せて地産地

消のお願いをしてまいりました。 

 ３月25日には、中部学校給食センターで親子の施設見学会を行いま

した。これにつきましても、中部学校給食センターが開設して以来、

初めての事業となりますが、給食のない消毒の前の時期を捉えて施設

見学会を行いました。９組21人、多くの参加をいただきまして、ふだ

ん見ることのできない調理室、また大型の機械や衛生管理などについ

て学習をしていただきました。 

 予定ですけれども、４月８日、調理員の衛生研修を行った後、４月

９日から新学期の給食を開始いたします。 

社会教育課長  まず、人数の追記をお願いいたします。 

 18ページ、一番下になりますが、３月26日、北部ふれあいセンター

高齢者学級閉級式ですが、21人。その上の「みんくる」のあかちゃん

部はまだ数字が入っておりませんので、入り次第、事務局へ報告をい

たします。 

 それでは、17ページ、実施済みの事業の補足をいたします。 

 まず、上から２番目の生涯学習大会「フェスタしまだ」でございま

すけれども、各公民館で活動する団体と、それから市民公募の団体に

よる参加で、展示ゾーンで39、それからステージものでは33の団体が

１年の成果を発表しました。 

 今回から生涯学習大会と銘打ちまして、健全育成の部門からボーイ・

ガールスカウト、中高生のはばたけリーダー、それから青少年ボラン

ティアなどで活躍する１年間の活動の展示等も行いました。 

 その下、野外活動センター山の家でスプリングコンサートを開催い

たしました。島田出身のオペラ歌手の榛葉薫人をお招きして、すばら

しい歌声をお聞かせいただきました。早々にソールドアウトになって

しまいまして、皆様にはお聞きいただけない状況でしたけれども、来

年度からは社会教育課で文化事業を所管させていただきますので、文

化施設だけではなく、各地区のこういった社会教育施設でも文化事業

の展開に注力していきたいと考えております。 

 最後ですが、一番下、３月８日から３月10日に開催しました東海道
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金谷宿大学の成果発表会でございます。開会式は議会の最中でこちら

からの出席はございませんが、Ｂ委員がお出でいただいて、飛び入り

ですみません、テープカットに出ていただいたということで、まこと

に申しわけございませんでした。ありがとうございました。 

 今回は、展示に40、来た方に折り紙等の体験をしていただくという

実技体験９、それからステージ部門に26の講座が参加いたしました。 

 ことしはゲストに島田工業の男子新体操部をお呼びして、目の前で

すばらしい演技をしていただいたのですけれども、私も拝見して大変

感動いたしました。お客さんも、口々にすばらしいとおっしゃってい

たんですけれども、生徒たちも、お客さんの前でやるのは非常に緊張

するいい機会だと先生もおっしゃっていました。このとき思いました

のは、やはり日ごろは一般市民にこういう発表の場がない、高校生の

発表の場を用意するということも非常に大事だなと痛感しましたの

で、機会を見てそういう場を作っていきたいと考えております。 

スポーツ振興課長  21ページをご覧いただきたいと思います。 

 最初に人数の追記をお願いします。 

 ３月19日のスポーツ推進委員定例会ですけれども、25人になります。 

 補足ですけれども、実施の３月14日に第２回目のスポーツ振興協議

会を開催いたしました。今年度の事業報告と平成31年度の事業計画の

案につきまして報告をさせていただきました。特段、意見は出ており

ません。 

 予定のほうは特に補足はございません。 

図書館課長  人数の追記をお願いします。 

 23ページになりますが、一番下です。静岡福祉大学生によるおはな

し会の参加者が28人になります。 

 実施の補足説明をさせていただきます。22ページに戻っていただき

まして、下から３つ目です。３月６日に、社会教育課主催になります

が、「パパとママのための絵本の広場」の開催がありまして、金谷図書

館から司書資格のある職員を講師として派遣をしました。 

 参加された方の感想を見ると大変好評で、今まで絵本に興味が余り

なかったけれども、興味を持って見ることができたということや、親

から読み聞かせをしてもらったという記憶がなかったけれども、絵本

を見たらこれも知っているというものがあって、やはり親から聞いて

いたんだなということを再発見することができたなどの意見をいただ

きました。 

 こちらについては、社会教育課でも引き続き実施していただけると

いうことですので、協力してやっていきたいと思っております。 

 次のページ、23ページの下から３つ目になります。３月13日に図書

館協議会を開催いたしました。ことしの事業報告を中心にご協議をい

ただきました。 
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 一番下の３月23日の静岡福祉大学のボランティアによるおはなし会

ですけれども、今回、初めて開催をしました。来年以降についても、

希望があれば受け入れをしていきたいと予定しております。 

 なお、前回の定例会のときに、４月下旬に福祉大学と共催で展示等

を実施する予定とご報告させていただきましたけれども、４月下旬に

は開催ができなくなってしまいました。また改めて時期等、決まりま

したら報告をさせていただきます。 

 それから、こちらの事務事業に記載はありませんけれども、委員の

皆様の机の上に、「ひまはま」という小さな冊子を置かせていただきま

した。これは、島田図書館で利用の少ない中学生、高校生に本に興味

を持ってもらい、図書館に来ていただきたいということで、きっかけ

作りのために作成したものになります。市内の全部の中学校、高校の

図書館に置かせていただくようにお願いをしました。 

 今後は、年４回発行して、お分けするつもりでおりますので、一応

ご紹介をさせていただきました。 

文化課長  初めに、追記をお願いします。 

 25ページの下段になります。３月21日、海野光弘さんのギャラリー

トークにつきましては参加者が８名、３月23日、諏訪原城ビジターセ

ンターオープン記念イベント、参加者が83名、３月24日のおもちゃ病

院しまだ、参加者11組となっております。 

 それでは、実施事業につきましては、まずは３月22日の金曜日、ビ

ジターセンターの落成式、ありがとうございました。その後、土曜日、

日曜日と様子を見に行ってきましたが、皆さんに楽しんでいただいた

と思っております。ありがとうございました。 

 それでは、実施事業に移らせていただきます。 

 まず、博物館本館及び分館の企画展示が３月24日で終了しまして、

これで本年度の展示会は全て終了という形になりました。 

 その中で、本館で最後やっておりました刀剣展について、少し口頭

で報告させていただきます。 

 ２月２日から３月24日までの期間で、開館日数が44日間、入館者数

は全体で4,670人、１日に平均しますと約106人という数字になります。

１日当たりの最大入館者は、２月23日の土曜日の641名、これは富士山

の日で無料開放したものですから、これは特別ということです。ちな

みに、有料の最大入館者は３月９日土曜日の220名となります。 

 １回目が、これは特別ですけれども、１万5,735人、２回目の昨年が

3,700人ということで、昨年よりは上回りたいという目標を持ちました

が、4,600人以上ということで何とか目標は達成できたかなと思ってお

ります。 

 あと、刀剣関連講座、ワークショップ等を含めて７回関連イベント

を開催しまして、イベントの関係につきましては171名にご参加をいた
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だきました。 

 また、タクシーで来館された方に刀剣展のしおりを差し上げるとい

う企画をやっていたのですが、この期間中、タクシーが37台で56名、

これを多いと判断するか少ないと判断するかは微妙なところだと思い

ますけれども、刀剣展だけではなくて博物館全体の運営ですが、１年

やってみて、外に向かっての情報の発信力がまだまだ弱いなというの

が実感でございます。 

 その他、実施事業につきまして、今回、掲載しておりませんが、文

化芸術推進計画につきまして、３月18日に開催しました策定委員会で

最終検討していただきまして、本年度の目標であった骨子案の部分ま

では作成が終了しております。 

 それでは、26ページ、予定でございますが、本館及び分館の展示に

つきましては、きょうお手元にチラシを置かせていただきました。年

間の展示のチラシもでき上がっておりますので、そのチラシと、４月

６日土曜日になりますけれども、博物館本館では収蔵品展として「浮

世絵に描かれた大井川の川越し」展が開催されます。この展示は島田

信用金庫さんとの共同開催ということで、島信さんが所有の浮世絵な

どを展示する予定です。 

 今回の共同開催につきましては、島信さんが６月の末に掛川信用金

庫さんと合併されるということで、どうしてもその前に展示会を行い

たいということでコラボレーションが実現したということになりま

す。 

 また、分館につきましては、「海野光弘 薫～風光る～」と題して展

示を開催しております。 

 その他としましては、本日の静岡新聞の朝刊にも載ったと思います

けれども、４月４日までカタクリ園が開催しておりますので、ぜひご

覧いただければと思います。 

教育長  ありがとうございました。 

 全ての課からの事業報告が終わりました。委員の皆様方からの質問、

ご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

Ｂ委員  文化課にお礼方々質問させてください。 

 ユーチューブで齊藤先生と、学芸員の岡村さんの刀剣に関する講演

会、拝見させてもらいました。とてもおもしろかったです。 

 アクセス数もそれぞれ200と50ぐらいだったですか、ユーチューブは

結構使えるものだなと私なりに思ったのですけれども、実際の講演会

はそれぞれの会場で30人前後の方だったと思うのですが、これからも

ものによってはこういうやり方もあるので、どんどん発信力を強くし

ていただきたいと思いました。 

文化課長  ありがとうございました。 

 Ｂ委員からお話をいただいたユーチューブにアップする形、早速や
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ってみました。 

 １点、気を使ったのが、講座自体が有料講座ですから、すぐアップ

してしまうとお得感がなくなってしまうところもあるものですから、

１週間ほど様子を見てアップをするように、作業をさせた経過がござ

います。 

 博物館、先ほど私、言いましたように、ポスターを作ってチラシを

作って関係機関に張って、ホームページに情報を載せというところで

大体外に向けての情報発信が終わっていくところもあるものですか

ら、今度のユーチューブとかも含めまして、もう少し何かにぎやかく

外に発信していければなという形でご指摘、ありがとうございました。 

Ｂ委員  ありがとうございます。 

教育長  発信の工夫というところは、それぞれのイベントを持つ課は共通し

たところだと思いますから、またご配慮いただけたらと思います。 

 それ以外に何かご意見、ご質問ありますか。 

Ｃ委員  学校教育課長に、前に質問したかもしれませんが、予定に休日参観

というのが各校で開催されますが、参観の案内はどの程度に広げられ

ましたか。通学しているご父兄の方にご案内をしていると思うんです

が、あと地域の方とか公民館の方にも配信されているんでしょうか。 

学校教育課長  基本的には保護者の方、また学校とつながりのある地域の方に紹介

をしていると思います。保護者だけとは言いませんけれども、保護者

中心であるということは言えると思います。 

Ｃ委員  分かりました。ありがとうございます。 

  学校給食課長に、初めての試みで島田市の農業委員試食会が開催し

ていただいたんですが、参加された方から何かお話があったら紹介し

てみてください。 

学校給食課長  参加された農業委員の皆さんは、この24人のうちでは20人となりま

す。あとは農業委員会の事務局になります。 

 20人の方から、やはり食材が幾らだろうというところ、これは学校

給食の食材は４億円となりますけれども、そのあたりの地産地消をま

すます進める必要があるというお話を受けました。 

 特に、もちろん野菜が主になりますけれども、そうしたところから、

耕作放棄地の利用もこれからさらに進めなくてはいけないというご意

見をいただきました。 

 地産地消に向けたお話をいただけたかなと思っております。 

Ｃ委員  ありがとうございました。 

 いろんな方からいろんな意見が聞けると思いますので、また引き続

きいろんな方に試食をしていただけるようにお願いしたいと思いま

す。 

Ａ委員  文化課の諏訪原城のビジターセンターのほう、行かせていただいた

のですけれども、とても立派なビジターセンターができて、たくさん
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の方に来ていただければいいなと思っております。 

 ビジターセンターの中にジオラマが展示されていたのですけれど

も、今年度、学校訪問をさせていただく中で、夏休みの宿題として諏

訪原城のジオラマを作ってあったりとか、調べ学習を自由研究で行っ

た作品がありまして、そういったものをうまく吸い上げてというか、

陽の目のあたるような場所を作っていただくと、子供たちも諏訪原城

について調べ学習をしてみようとか、あとは保護者の方も足を運んで

みようとか、そういうところにつながっていくと思いますので、うま

く子供たちを巻き込んでいっていただければいいかなと思いました。 

文化課長  ありがとうございました。 

 展示室内のメーンのところには、来年度、島田工業高校にジオラマ

を作っていただいて飾ることになると思います。 

 ただ、その他の部分も、スペースがそれなりにありますので、いろ

んなところに声かけて、みんなで作り上げるようなビジターセンター

にできていければと思います。ありがとうございます。 

Ｄ委員  関連してですけれども、ビジターセンターも行かせていただきまし

た。とても立派な建物で、中も充実していて、本当にすばらしいと思

って、ありがとうございました。 

 その中で１つ、ビデオとか映像で中の様子とか諏訪原城の歴史とか

が分かるようなものがあるといいなとか、個人的な感じがありました。

どうしても歳をとってくると、文字を追っているだけでは入ってこな

い部分がありますので、映像で短時間でお城のことが分かるような資

料が設置されると、さらに充実すると個人的に思いました。ありがと

うございました。 

文化課長  ありがとうございます。 

 ご覧になったとおり、今回、ビジュアル的なものは入っておりませ

ん。予算的な部分もあるんですが、将来に向けては、やはりその辺は

検討する必要はあるのかなと思います。 

 ただ、映像とかそういう機材が入りますと、逆にその管理というか

監視というか、そちらの関係もまた手厚くしなければいけないでしょ

うし、全体のバランスを見ながら取り組んでいかなければいけないと

思います。それは今後の課題になるかと思います。ありがとうござい

ます。 

教育長  ありがとうございました。 

 映像という魅力は当然あると思うものですから、動画だけでなくい

ろんな示し方があると思うものですから、工夫してほしいと思います。 

 小さいジオラマがあって、その周りにいろんな資料が置いてありま

したが、ない中でよく興味を持つような展示をしてくださったなと感

謝をします。 

 これから専門家が作ったジオラマが入れば、より魅力的な施設にな
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るのではないかなと思います。よろしくお願いします。 

 それ以外はどうでしょうか。 

Ｂ委員  社会教育課にお尋ねをしたいと思います。 

 金谷宿大学に行って、初めてテープカットをさせていただいたんで

すけれども、印象として女性が大変多くて、私は肩身が狭かったんで

すけれども、男性を、いろんな学部がありますよね。スポーツ学部、

工学部、教養学部、それから音楽芸術学部、あと伝統芸能とかたくさ

んありますよね。 

 中身にもよるのでしょうけれども、一生懸命苦労されているとは思

うんですけれども、何かひと工夫できないのかなと思ったのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

社会教育課長  金谷宿大学の場合は、まず教授を募集いたしますので、教授の発掘

の段階で、男性が興味を持つ講座、教授を発掘してくるというのが一

番最初になるかと思います。 

 写真とかはやはり男性の方、それから古文書を読む関係も多分男性

の方で中高年の方多いですから、その狙った層の講座の教授を開発す

るというか見つけてくるのが一番最初かなとは思います。 

 また、いい方がいらっしゃればご紹介いただければ、ただ待ってい

るだけではくてお声がけをして、エントリーしていただくようにした

いと思います。 

Ｂ委員  私の同級生で大学の山岳部にいた人間が、山登りの先生になってい

てうれしく思ったんですけれども、高齢者の山登りというのも結構あ

りますので、少し期待したいと思っています。 

 続けて社会教育課に質問いいですか。 

  簡単なことですけれども、ホームページなどで家庭教育講座が今、

募集されていますけれども、たしか怒鳴らない子育てだとか、初めて

子供を持った親の講座とかという、幾つかあるんですけれども、大体

どれぐらいの応募状況でしょうか。まだ集計中だとは思うんですけれ

ども、どんなものかなと思って。 

社会教育課長  大変ありがたいことに、家庭教育学級関係の応募は結構満席になる

ことで、お断りするケースが多くございまして、それから託児つきは

やはり数をどうしても制限されるものですから、こちらもかなり倍率

が高い状況になっております。数を増やしたいんですけれども。 

 ですので、同じ人が何回も受けるというものから、今まで受けてい

ない方が受けられるような、実人数を増やすの方向で来年度は見直し

をしております。 

Ｂ委員  ありがとうございました。 

教育長  いいですか。 

 それ以外はどうでしょうか。 

Ｄ委員  学校給食課にお願いします。 
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 運営委員会に参加させていただきました、ありがとうございました。

そのときに、給食費の徴収について説明がありましたけれども、例年、

確実に給食費を納めて、集金できている状態が年々上がっていると報

告していただきまして、でもことしのを見たら、まだ途中なのでいつ

もよりも低かったように思うんですけれども、あれから２週間ぐらい

経ちましたけれども、徴収率は上がったものでしょうか。 

学校給食課長  先日はご出席ありがとうございました。 

 先日のデータでは、２月末現在だったかと思います。そのときから

は、今は確実に調定も、また収納率も上がっておりますけれども、申

しわけありませんがちょっと手持ちにありませんが、昨年は99.86％と

いうことで、未納の方が50万円ほどありました。ことしも大体99.9ぐ

らいかと思っております。すみません、細かい資料がありませんで申

しわけないです。 

Ｄ委員  本当に確実に集金するというのは大変だと思うんですけれども、学

校でも協力してくださっていますし、給食課でも努力してくださって、

きちんとできるのは本当にありがたいと思います。ありがとうござい

ます。 

教育長  ほかはよろしいでしょか。 

Ｂ委員  学校教育課に簡単なことでお尋ねしたいと思います。 

 ４月11日、それから15日、伊久美小学校で家庭訪問という項目があ

るのですけれども、よく分からないので教えてほしいのですが、ほか

の小学校でも順次やっていくものでしょうか。それとも伊久美小学校

だけのことなのか。 

 それから、もしほかの小学校でもされているんでしたら、今の現状

とか問題点など教えていただければと思います。 

学校教育課長  基本的には、家庭訪問はほとんどの学校が実施していると思います。

ただ、これは学校裁量によるものですので、学校によっては学年によ

ってやらないケース、例えば中学生だったら中学１年はやるけれども

２、３年はやらないとか。 

 それと、一時期、働き方改革ではないんですけれども、行事の精選

が非常に叫ばれたころは、一時代、家庭訪問を全部夏休みに持ってい

った、そういう時代もあります。 

 いずれにしても、学校裁量で行われるものですから、やり方も学年

もさまざまでありますけれども、逆に必要であるという声が、揺り戻

しではないですけれども、戻ってきたところでもあるとは思います。 

 昔は、家庭訪問といったら結構家庭も歓迎してくれた時代もあるん

ですけれども、今は余り歓迎されないことが多くて、夜だったら来て

いいよとか、仕事で働いているんだから昼間は無理に決まっているだ

ろうとか、現場は結構苦労は多いようです。 

Ｂ委員  ありがとうございました。 
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教育長  教育長ですが、図書館課のほう、社会教育課と連携した事業もとい

うお話がありました。本当にありがたいと思います。 

 最近、教育委員会はさまざまな課で課同士の連携というのが進んで

きたものですから、またぜひ今後もよろしくお願いしたいと思います。

そうすることによって、市民サービスの向上にもつながっていくと思

いますから、よろしくお願いしたいと思います。 

 では、よろしいでしょうか。 

 以上をもちまして事務事業報告を終わりにしたいと思います。 

 付議事項 

教育長  それでは、次に、付議事項に移りたいと思います。 

 付議事項については、１件ずつ採決をしていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、最初に第10号議案 平成31年度島田市教育の施策の大要

について、教育総務課長、説明をお願いします。 

教育総務課長  それでは、議案第10号の説明をさせていただきます。 

 冊子をお配りしてあります。そちらをご覧いただきたいと思います。 

 まず、冊子の１ページから７ページにつきましては、島田市の教育

方針となります。これにつきましては、昨年の第12回定例会でご承認

をいただいていますので、本日は８ページ以降、各課の基本方針及び

基本施策についてご説明をさせていただきます。 

 なお、各課の基本施策の事務事業評価シートの目標値、参考までに

８ページをご覧いただければと思いますけれども、教育委員会に関す

る事務の点検・評価における事務事業評価シートに関連をしています。

最終的に評価をしていただくことになっていますので、あらかじめご

承知おきをいただきたいと思います。 

 それでは、課ごと簡単に説明をいたしますが、学校教育課につきま

しては、ことしの第１回定例会においてご承認をいただいております

ので、省かせていただきます。 

 では、教育総務課から説明をさせていただきます。 

 ８ページをご覧ください。 

 基本方針としましては、教育環境の整備に取り組むということでご

ざいます。 

 施策としましては、１つ目が教材、教具及び図書資料の充実、２つ

目が学校再編計画の策定、３つ目が学校施設整備事業でございます。 

 教材、教具及び図書資料の充実の中では、理科教育設備の整備率の

向上を図ること、２点目としては学校のＩＣＴ環境の整備を計画的に

進めること、３点目につきましては、学校図書について、市立図書館

や学校の図書館支援員との一層の連携を図り、整備に努めていく取り

組みをしていきます。 

 平成31年度の目標数値につきましては、アウトカムのところで、要
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保護準要保護援助費補助金申請件数、これを新たに加えております。 

 なお、アウトプットの図書整備冊数の目標値ですが、平成30年度実

績より低くなっています。これにつきましては、９ページの上段、米

印で記載してあるとおり、当初予算額から算定した数値で求めたもの

になっていることによるものです。 

 続きまして、２つ目の学校再編計画の策定につきましては、学校再

編計画策定委員会の中で、各地区の意見やアンケート調査の結果を踏

まえまして協議、検討を継続して行って、再編計画案を地区に説明に

出向き、総合教育会議等で意見交換などを経て、８月ごろをめどに策

定していきたいと考えております。 

 また、跡地の利活用につきましても、学校施設跡地利活用検討委員

会を立ち上げまして、地域の方と連携して継続して検討を進めていき

たいと考えております。 

 次に、３つ目の学校施設整備事業につきましては、島田第四小学校

の校舎や体育館、屋内運動場の建設工事、また大津小学校の屋内運動

場の耐震補強工事、島田第一小学校校舎６棟の耐力度調査など、大き

な事業を計画しているところでございます。 

 評価の目標数値につきましては、昨年同様となりますが、修繕・改

修の件数と児童生徒用トイレの洋式化率とさせていただきました。 

 数値として表記できない目標としましては、10ページ、プランのほ

うに掲載してありますけれども、学校施設の長寿命化計画の策定、こ

れに向けてデータの収集等を進めていきたいと考えております。 

学校給食課長  19ページをお開きください。 

 まず、基本方針ですけれども、給食センターの円滑な運営と安全管

理、国の衛生管理基準に基づいた衛生管理を徹底し、安全安心な学校

給食の提供をしてまいります。 

 また、食育の推進も図り、食物アレルギー対応の拡充、地元食材の

地産地消の推進を図っていきたいと考えております。 

 基本施策の１つ目ですけれども、安全安心な学校給食に向けての施

策ということで、アにおいては、国の学校給食衛生管理基準に基づい

た衛生管理の徹底を行ってまいります。具体的には、記載のとおり、

職員の保菌検査や設備や食材の検査、各小中学校の配膳室の訪問指導

の徹底を行っていきます。 

 次に、イでは、年間180回実施します学校給食を初め、食育を計画的

に進めるため、５人の栄養教諭がおりますけれども、食育の推進、ま

た保護者や市民等へは、試食会や学校給食週間での事業を通じて学校

給食の啓発を図ってまいります。 

 次に、ウでは、食物アレルギー対応食についてですが、現在の８品

目の除去食対応について、さらなる拡充に努めてまいります。具体的

には、８品目以外にアレルギーを有する児童生徒の場合であっても除
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去食対応の対象者としていくこととしており、本日、後ほど説明いた

しますが、島田市学校給食食物アレルギー対応マニュアルを各学校や

保護者に周知を図り、安全で確実なアレルギー対応食の提供を目指し

ていきます。 

 また、未実施であった南部学校給食センターにおいても、平成31年

度の夏季休業中に施設を整備し、平成32年度からアレルギー対応食を

提供できるよう準備を進めてまいります。 

 エにおきましては、国や市の食育推進基本計画を踏まえ、地元の農

産物の使用割合40％以上、給食の残食率４％以下を目指していきます。 

 次に、20ページをご覧ください。 

 地産地消推進事業につきましては、島田市の学校給食地産地消連絡

会の引き続きの開催を行うなど、周知を図ってまいりたいと思います。 

 また、カのところですけれども、南部学校給食センターの改修につ

きましては、７カ年の整備計画を持っておりますが、そのうちの５年

目の計画ということで、確実な事業実施を進めていきたいと思います。 

 続きまして、クのところです。学校給食費の未納については、各学

校との連携を深めながら、適切な納付の相談、指導を行い、未納の解

消に努めてまいります。具体的には、就学援助費からの徴収、また児

童手当からの徴収も確実に行い、現年度での未納解消を進めていきた

いと思います。 

 最後に、ケのところですけれども、市の行政経営戦略行動計画に基

づき、学校給食への民間活力の導入を図っていきます。現在、中部の

配送業務、南部の調理・配送、それから全小中学校の配膳員は民間委

託をしておりますが、今後、中部の給食センターの調理部門について

も民営化を目標にしており、その時期、方法を検討していきたいと思

います。 

 具体的な目標数値は、記載のとおりです。 

社会教育課長  社会教育課は22ページからでございます。 

 社会教育課の施策については大きく３つ、22ページの生涯学習の充

実、それから24ページの青少年の健全育成、そして３つ目、27ページ

の来年度から新たに所管をいたします市民文化の振興という形になっ

ております。 

 まず、22ページの生涯学習の充実でございますけれども、皆さんに

ご議論いただきまして、きょうもご報告をいたします生涯学習大綱、

新しくできましたので、こちらの具体的な推進について進めていくこ

とを中心に、箱物、ハードのより適正運営管理と、それからそこで行

うソフト事業、生涯学習事業の効果的な推進を目指していきたいと思

います。 

 この中で、23ページの目標の設定でございますが、一番上の公民館

等の講座の開催数を少し減らしておりますが、これは中身を厳選しま
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して、１回当たりの参加者数の実人数を増やしていこうと効率化を図

ろうと考えています。 

 それから、その３つ目の公民館等修繕工事費ですけれども、これは

建物の状況によってそのときそのときの予算の規模が変わってきます

が、31年度においてはこの金額を目指して適正に修繕をしていきたい

と考えているものです。 

 続きまして、２番目の24ページ、青少年の健全育成でございますが

大きく各家庭における教育、それから読書の推進、これは図書館課と

タイアップをして取り組みを進めたいと思っていますが、３つ目とし

て補導等の健全育成、最後に地域と学校等の、行政も含めまして、協

力による学校内での子供たちの育成というところに力を入れていきた

いと思っております。 

 26ページの目標の設定について、上から３つ目の街頭補導の実施回

数でございますが、目標の件数を減らしております。これは、この実

施回数のうち、実際に補導するものをネットパトロールの警備のほう

に回しておりまして、補導回数を減らしております。こうしたことも

ありまして、目標は少ない回数になっております。 

 そのネットパトロールについては、今年度実施いたしまして、非常

に効果があるというふうに評価をいただいていますので、引き続き実

施をしてまいりたいと考えております。 

 それから、27ページの市民文化の振興でございますが、文化課長が

異動する文化資源活用課に文化資源を活用していただく一方で、一般

の文化もしっかりと振興していきたいと思います。 

 特に、社会教育課に所管をいただきましたので、生涯学習、学びの

一つとして文化を振興していくという作戦をとっていきたいと思いま

す。 

 こちらのほうも生涯学習の講座等と同じで、建物のハードの適正管

理と、そこで行われる文化活動の支援を中心に事業展開していきたい

と思います。 

 目標の中で、27ページの一番下ですけれども、施設修繕については、

太田課長から少し話もありましたが、つり天井等の大規模な修繕等が

ございますので、こちらをしっかり受け継いで、適正に執行をしてい

きたいということで金額が増えているというのがございます。 

スポーツ振興課長  32ページからでございます。 

 基本方針におきましては、これまでどおり市民ひとり１スポーツを

目標に、子供から高齢者まで市民誰もが手軽に楽しめる生涯スポーツ

を推進していくこととなります。また、スポーツ施設の維持管理と有

効活用を引き続き図っていきたいと考えております。 

 基本施策でございますけれども、２つありまして、１つ目がスポー

ツの普及・促進、33ページにありますけれども、スポーツ施設の整備
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としております。 

 初めに、スポーツの普及・促進でございますけれども、こちらはス

ポーツ推進委員と連携をしまして、誰でも気軽にできるニュースポー

ツを市民に普及・定着させるため、ニュースポーツ教室を実施してま

いります。 

 31年度につきましては、さらなる定着、普及促進を図るために、静

岡県と静岡県レクリエーション協会と協力をしまして、県民スポーツ

レクリエーション祭、ニュースポーツフェスタを開催する予定にして

おります。 

 また、子供たちの基礎体力の養成やスポーツに親しむ場の提供とい

うことで、ジュニアスポーツクラブの実施、さらにはスポーツ少年団

の支援、併せて姉妹都市交流の支援もしていく予定でおります。 

 あと、島田市体育協会の独立に向けた支援を引き続き行ってまいり

ます。 

 目標数値については、これまでどおりになりますけれども、こちら

に記載のとおりでございます。 

 続きまして、スポーツ施設の整備でございますけれども、こちらは

大井川河川敷内のスポーツ施設及び総合スポーツセンターにつきまし

ては、引き続き民間事業者への業務委託及び指定管理による適切な維

持管理に努めてまいりますとともに、必要な改修・修繕を実施してい

く予定です。 

 なお、横井運動場公園、大井川緑地等管理運営につきましては、指

定管理者の導入が妥当かどうかの判断を来年度してまいりたいと考え

ております。 

 あと、田代の郷の多目的スポーツ・レクリエーション広場の整備に

つきましては引き続き実施をし、平成32年３月の完成を予定をしてい

るところでございます。 

 施設の目標数値につきましては、34ページに記載してあるとおりで

ございます。 

図書館課長  35ページになります。 

 基本方針としましては、大きな目標として、市民に「本に出会い、

本に親しみ、本を活かす」機会を提供することにより、豊かな心の醸

成を図るということを目標としております。 

 基本施策としましては、大きく２つございます。１つ目が、図書館

サービスの充実、２つ目が、36ページに書いてあります読書活動の推

進になります。 

 まず、１つ目の図書館サービスの充実では、図書の蔵書の充実とい

うことがあります。こちらにつきましては、今年度、30年度に45万冊

の目標に向かって図書資料の充実を図ってまいりましたが、ほぼ目標

を達成したということで、来年度からは予算が減額をされます。現状
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を維持する予算額となっておりますので、蔵書の目標としては、同じ

数を上げてありますけれども、本の購入については精査をして進めて

まいりたいと思います。 

 また、雑誌につきましても予算が減額をされておりますので、雑誌

スポンサーを積極的に募集をしまして、提供していただくことにより、

市民に提供できるものを維持していきたいと考えています。 

 また、もう一つ、充実をさせていただく部分としてレファレンスサ

ービスもありますが、職員を積極的に研修会に参加させることによっ

てレベルアップを図り、市民のニーズに応えていくようにしていきた

いと思っております。 

 それ以外にも、地域館、公民館等での図書を、それから障害者用の

図書、電子図書の研究を進め、サービスを進めていきたいと思います。 

 また、講座等につきましては、図書館に足を運んでいただけるよう

な魅力のある講座を開催すると共に、ほかの部局とも連携をしていろ

んな展示等についても積極的に進めてまいりたいと思っております。 

 具体的な目標数値については36ページに記載のとおりです。それ以

外に、31年度には図書館システムの更新時期となりますので、よりよ

いシステムを入れていきたいと思っております。 

 続きまして、読書活動の推進につきましては、子ども読書活動推進

計画に基づきまして事業を進めてまいります。 

 昨年まで実施していた中で、キッズブックにつきましては余り効果

が得られないということで、来年度からおはなしギフトという形で、

地域の子育て支援センターとか、そういった子供と親が集まるところ

への訪問をして読み聞かせ等をしていくという事業に切り替えをして

いく予定でおります。 

 事務事業の目標数値の中で、今までブックスタート、キッズブック

の実施回数として上げさせていただいたところにつきましては、ブッ

クスタートだけの実施回数に変更させていただいております。 

 おはなしギフトにつきましては、まだ30年度の実績がありませんの

で、今年度実施をしまして、来年度以降には改めて載せていきたいと

考えております。 

 また、学校図書館の充実につきましても、学校等と連携をして積極

的に推進をしていきたいと思っております。 

文化課長  29、30、31ページになります。文化課という名前が今週で終わりま

して、博物館課となりますので、よろしくお願いいたします。 

 文化、博物館、文化財を取り巻く環境ですけれども、東京2020を見

据えてということもあったのでしょうけれども、国の法律がここ３年

間で基本となる法律が全て改正されました。 

 平成28年度は、よく話に出てきます文化芸術基本法の改正、次年度、

29年度には文化財保護法の改正、本年度、30年度には博物館法の改正
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が進んでいると思います。これら改正の内容を踏まえまして、臨機応

変に対応していくことが今後、必要になってくると思います。 

 博物館課の基本施策としては、まず１点目は展示会などの開催、２

点目が教育普及活動の実施、３点目が文化財の保存と活用の推進、４

点目が市史編さん事業の推進という形であります。 

 申しおくれました、博物館課には博物館係と文化財係の２係制とな

っておりますので、ご承知しておいていただければと思います。 

 まず１点目、展示会などの開催につきましては、先ほどお手元に計

画を配りましたが、企画展を年に４回、収蔵品展を年に２回、本館で

は計画をしております。 

 分館では、海野光弘さんに関わる収蔵品展を５回という形で計画を

しております。 

 大きく工夫をしてみたところは、展示にあります、今ちょうど終わ

りました刀剣展、いつも冬から春の時期にやっていたのを、今回、９

月の末から12月の頭という形で、秋口に当てる工夫をしてみました。

これに関しましては、市内で当然大祭もその期間中にございます、マ

ラソン大会もございます。かなり大きなイベントがあるところに当て

てみて、果たしてどういう効果が出てくるかという形を１回試してみ

ようと、チャレンジをしてみたいと思います。どうぞ皆さん、様子を

見ていただければと思います。 

 また、そのときに、日本家屋におきまして、来年度、笹間の国際陶

芸祭が開催の年になります。笹間というエリアを飛び出して、川越し

街道で陶芸祭の展示と、もしできればタイなんかでやってきた神楽と

のコラボレーションのパフォーマンスですとか、そういうのをやって

いければなと思います。これは文化資源活用課ともタイアップしてや

っていく活動になると思いますので、またよろしくお願いしたいと思

います。 

 ２番の教育普及活動につきましては、ことしの取り組みとして、体

験学習のチラシを各学校、生徒さん一人一人に配るという工夫をした

所、結構多くの子供たちが遊びに来てくれるようになりましたので、

そういうところも踏まえまして、より充実した普及活動をしていけれ

ばと思います。 

 また、前回の定例会で博物館の資料をご覧いただきましたが、あれ

は市民のものですので、できれば子供たちが来たときに、ああいう本

物を見せてあげられるような仕組みができないかと思っております。 

 ３点目、文化財の保存と活用の推進ということで、指定文化財等々

の保存活用をしていくというものでございますが、一部で本年度の台

風24号の被害の復旧がまだ間に合っていないところがございます。お

寺さんが主だったのですが、智満寺さん、天徳寺さん、静居寺さん、

それぞれ被害受けておりました。その中で静居寺さんの被害が結構広
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範囲で、これが繰越事業ということで、31年度までかかることになっ

ております。 

 また、国の指定史跡の諏訪原城と川越遺跡につきましては、博物館

課としては活用も考えるんですけれども、基本的には文化財としての

保存整備の部分をしっかりやっていこうという形で進めていきます。 

 また、川越遺跡が本来あった場所の発掘調査を今やっているんです

が、なかなか遺構面までの深さといいますか、30センチ程度しかない

ものですから、１回水が出てしまうともう遺構が飛んでいる可能性も

あってなかなか見つかっていないんですが、これも鋭意、来年度に向

けて発掘調査を進めていくという形になっております。 

 続きまして、４番目の市史編さんの事業、市内にございます古文書

の悉皆調査をこれも引き続き進めておりますが、何分、作業をしてい

る皆さん、ご高齢となっておりまして、古文書を読める方ももうだん

だん少なくなってきているということで、最終的には、今は古文書を

お預かりして読み解いて、それを整理して公開するという作業をして

いるのですが、最終的にはお預かりして保存、保存したものを読み解

くという作業ができなくなっていきますので、これを保存してご希望

のある方に公開するという状況に入っていくかもしれません。１、２

年の話ではないですが、そういうところも踏まえて市史編さんにつき

ましては作業をしていくことになると思います。 

 目標の数値等は記載のとおりでございます。 

教育長 

 

 ありがとうございました。 

 これで各課からの説明は終わりました。委員の皆様方からのご質問、

ご意見がありましたらお願いしたいと思いますけれども、いかがでし

ょうか。 

 私から、社会教育課に少し聞きたいと思いますけれども、先ほど、

ネットパトロールの話題が出たと思いますけれども、補導回数を減ら

してそちらの予算をネットパトロールに回すというお話だったです

が、この回数はどのくらいを予定しているんでしょうか。その点を教

えていただきたいと思います。 

社会教育課長  回数につきましては、通年でやれれば一番いいのですけれども、そ

うすると200万ぐらいの予算がかかってしまいます。ですので、およそ

30万ぐらいの予算でございますので、ことしと同じ時期ですと７、８、

９、夏季で数回程度ネットパトロールしていただいて、分析作業をし

ていただいて、その結果を学校教育課を通じて各学校へ通知するとい

うスタイルでございます。 

 効果としては、実際に見つけて対応するということもありますが、

学校側からは、生徒指導の抑止になりますよと。こうやって見ていま

すよという効果が大きいということがことし分かりました。 

教育長  ありがとうございます。 
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 どうでしょうか、皆さんから。 

Ｄ委員  学校給食課にお願いします。 

 20ページの事業実績のところのアレルギー対応食に関しての説明で

すけれども、目標44回としておりますけれども、具体的にどのような

場を考えていらっしゃいますでしょうか。 

学校給食課長  これにつきましては、新規の認定者、例えば新入学児童生徒を見込

みまして、それぞれの児童生徒に対し２回の面談を考えております。 

 そうした対象者への２回の面談、それから18の小学校の新入学児童

説明会に行きますので、それで18回ということで、新規認定者への２

回の説明と新入学説明会18回ということで44回を計画しております。 

Ｂ委員  図書館課に、これはお願いですけれども、先ほどの先月の事務事業

の報告の中でも、結構タイムリーにドナルド・キーンさんの追悼だと

か堺屋太一さん、それから見崎進さんが上がりましたので、その関連

のアクションということでやっていただいたんですけれども、今年度

もタイムリーな話題をお願いできればなと思いました。去年の印象が

非常に、ワンワンプロジェクトが非常に印象深いものですから、こと

しも期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 

図書館課長  追悼の展示等については、やはりタイムリー、その都度都度やって

いくことによって、市民の皆さんに要望のあるものを提供できると思

っておりますし、またことしは大祭だとかそういったイベントについ

てもコラボしたイベントを企画して、皆さんの要望に応えられるよう

な形にしてやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

教育長  ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 またこれからも、このことについては、４月からの定例会の中でも

各事業について報告があると思いますから、そこでもご質問できると

思いますから、以上にしたいと思います。 

 それでは、決をとりたいと思います。 

 議案第10号で提案された平成31年度島田市教育の施策の大要につい

て、皆さん、ご異議はございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

 異議はないようですから、議案第10号につきましては、原案のとお

り可決しました。 

 次に、議案第11号 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につ

いて、学校教育課長の説明をお願いします。 

学校教育課長  資料の28、29ページをご覧ください。 

 科によっては、耳鼻科の皆さんは特にそうですけれども、大変医師

が減っている関係もありまして、高齢化も進んでいまして、沢山の学

校の学校医ということで、大変改善をしてほしいという要望が出てい
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て苦労しているところもあります。 

 あと、かなり古い取り決めがそのまま踏襲されているものですから、

検討をしてほしいと、耳鼻科以外にも薬剤師からも出ていまして、新

しく改善を、毎年確認をしていかなくてはいけないなと思っていると

ころです。 

 しかし、科によっては医者の減少はこれからさらに深刻になってく

る可能性がありますけれども、来年度はこういう形で納得していただ

きましたので、ご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

教育長  説明は終わりました。 

 これは、島田地区の医師と、それから薬剤師等の変更ということで

よろしいですね。 

学校教育課長  そうです。網掛けでない白いところが新しくということです。 

教育長  これは、医師会、薬剤師会からの調整の結果というところでご理解

いただきたいと思いますが、何かご質問がありましたらお願いします。

よろしいですか。 

〔「いいです」と言う者あり〕 

 それでは、ご質問がないようですから、採決に移りたいと思います。 

 議案第11号で提案された学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱

について、皆さん、ご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 議案第11号につきましては、原案のとおり可決しました。 

 次に、議案第12号 島田市小・中学校管理規則の一部を改正する規

則の一部を改正する規則の制定について、それから議案第13号 島田

市共同学校事務室の組織及び運営に関する規定についてを審査したい

と思います。 

 学校教育課長の説明をお願いいたします。 

学校教育課長  それでは、30ページ、それから34ページになります。資料の参照を

お願いします。 

 平成29年の３月地方教育行政の組織及び運営に関する法律、教法と

呼んでいるんですけれども、それが一部改正されました。 

 その目的には、一部改正することによって、国がさまざまな面で教

育行政の中で進めている定数化というものについて、共同学校事務室

を置くことによって加配対象になるということもありますし、働き方

改革の中で事務職で教員支援事務という、そういう業務もチームとし

て役割として持たせる、または今まで一人職と通称言ってきて、一人

一人独立したものを共同でお互いのそれぞれの力量だとかキャリアと

かそういうものを補完し合う、そういうシステムを設けると、そして

また役割分担も室長をもって明確にしていくと、そういう流れの中で、
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法律の改正に伴って小中学校の管理規則を一部を改正し、また島田市

共同学校事務室の組織及び運営に関する規定を次のとおり定めさせて

いただきます。 

 県からの指導もありまして、来年度からであります。時代と共に事

務職もチームとしての、組織としての活動が求められてきたというこ

とで報告させていただきます。 

教育長  説明は終わりました。 

 関係するものですから２つの議案を同時に説明していただきました

が、皆さんから何かご質問、ご意見がありましたらお願いしたいと思

います。いかがでしょうか。 

Ｃ委員  基本的な質問で申しわけありませんが、共同学校事務室ということ

は、今まで各校に事務室がありますよね。どこかの学校にみんなが集

まる事務室を設けて、情報の共有とかを図るということで、各校にも

事務室があるけれども、みんなが集まってやる事務室もあるというこ

とでの理解でよろしいですか。 

学校教育課長  暫定的ではありますけれども、来年度、島田第一中学に隣接してい

ます、地域連携室で始めさせてもらいます。 

 その後、島田四小にある程度Ｗｉ-Ｆｉであったりパソコンであった

り、そういうものを検討しながら移していきたいという要望もありま

すけれども、なにしろ法律は変えても財政措置はないというものなの

で、そこのところは少しずつというふうなところです。 

教育長  第一中学校に設置して、そこで仕事をするという説明があったと思

います。 

 それ以外に何かご質問等がありましたら。 

Ｄ委員  感想になりますけれども、事務室で、一人職のために仕事の内容が

１人だけでは解決できずに、事務の職員方はよく他校に電話をかけて

共通理解したり正しく行うために確認作業をしている姿をよく見たこ

とがあります。そういう意味では、この共同事務室ができるというこ

とは、能率的に仕事が、それから確実に仕事が運営できるようになる

のではないかなということが一つあります。 

 ただ、学校の中で、一人職の事務の方がいなくなる日が何回かでき

るというのは、学校の職員にとっては少し不安なところもできるかな

と思います。 

 それから、市職の方と県職の方と、仕事を学校ごとに相談して割り

振っている部分があると思います。それは全部がスパッと仕事が切れ

ているわけではなくて、学校裁量の中で上手にやりくりしながら仕事

を調整している部分もあったりするものですから、そういう部分でも、

今度、仕事がはっきりするという良さもあるのですけれども、もしか

したら、今まで調整をとりながらやっていた部分が許されなくなると

いう心配もあります。そういうところが、これからどういうふうにこ
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の中でうまく運営できるのかなという考えは持ちました。 

学校教育課長  学校を出る回数は週１回程度を考えております。そこについては、

それによるメリットと、あとチーム学校という言葉を昔も今も使って

いますけれども、お互いに仕事を補完し合うというか、助け合うとい

うことで、結構学校現場では周知されてきているところで、何とか対

応してほしいです。 

 特に、新人の事務の者について、もしくは何らかの原因で業務がう

まくできない者に対しては、組織でやることによってその学校が救わ

れるという大変なメリットがありますので、そこのところは学校全体

で協力しているところです。 

 あと、市の事務と県の事務については、やはりＤ委員のおっしゃる

とおりのところですけれども、やはりこういうふうになってきますと、

明確にしていく部分も必要になってくるのかなと思っております。 

教育長  よろしいでしょうか。 

 課題はあるところは、チーム学校、組織で対応して乗り越えていこ

う。一方で、ベテランとそうでない方が一緒に仕事することによって、

ベテランのスキルを学ぶ機会にもなるということだと思うものですか

ら、メリットをより大きくし、デメリットを少しでも少なくする工夫

が求められるなとは思いました。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、質疑は以上にしたいと思います。 

 採決に移りたいと思います。 

 議案第12号で提案された、島田市小・中学校管理規則の一部を改正

する規則の一部を改正する規則制定について、皆さん、ご異議はござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 議案第12号については、原案のとおり可決されました。 

 それでは、議案第13号 島田市共同学校事務室の組織及び運営に関

する規定について採決に移りたいと思いますが、ご異議はございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

 異議はないようですので、議案第13号は原案のとおり可決しました。

ありがとうございます。 

 次に、議案第14号 平成31年度島田市学校給食費の額について、学

校給食課長の説明をお願いいたします。 

学校給食課長  35ページをご覧ください。 

 議案第14号 平成31年度島田市学校給食費の額について、下記のと

おり提案するものです。 

 １つ目が、島田市の小学校の給食費につきましては、児童給食費の
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１食単価259円、これに年間180回を掛けまして、11カ月で割ったもの

が月額となります。4,230円となります。 

 また、中学校につきましては、１食単価310円に同様に180回を掛け

て11カ月で除したものが5,070円となります。 

 また、給食センター職員の学校給食費につきましては、小学校並み

の分量ということで１食単価259円、これにつきましては年間200日ほ

ど稼働しておりますが、その喫食数にこの１食単価を乗じた額を随時

徴収をしていきます。 

 いずれも30年度と同額となっております。 

教育長  説明が終わりました。委員の皆様からのご意見、ご質問があったら

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 30年度と同額にという提案だったと思いますが、よろしいでしょう

か。 

Ｃ委員  人手不足等で運送費とか、それからいろんな小麦粉等の輸入品の値

上がりが予測されていますが、同額でということは、何とかこの中で

やり切るよということですね。 

学校給食課長  実は、平成26年度に、当時の消費税５％から８％で改定をして以来、

５年間改定をしておりません。この間、冬場の野菜の高騰とか長雨の

野菜の品不足等々で大変になるときもありますけれども、何とか食材

の変更で、献立の工夫でやってきているという状況です。 

 31年度についても、何とかこの金額でやっていきたいと考えており

ます。 

 ただ、消費税の改定で、食材については軽減税率という話ですが、

８％が10％に上がらず８％のままということですけれども、その本体

価格が光熱費、輸送費、それから梱包材等々で値上がりする可能性も

あるものですから、10月以降の食材費については、９月以前と比べて

例えば何％上がるかをチェックして、あと物価の上昇分は平成21年度

から10年間上げていませんので、平成21年から31年度の10年間分の物

価の上昇分、それを含めて改定が必要であれば、32年度で上げていき

たいと考えております。 

Ｃ委員  ありがとうございます。 

教育長  10月以降の半年間をかけて物価の動向を見て、32年度にその分のス

ライドというんですか、考慮した金額を設定していくということで説

明があったと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 説明、また質問等は終わりました。 

 それでは、採決に移りたいと思います。 

 議案第14号 平成31年度島田市学校給食費の額について、ご異議は

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 
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 異議なしと認めます。 

 議案第14号は、原案のとおり可決されました。 

 それでは、議案第15号 六合公民館運営審議会議員の委嘱について、

議案第16号 初倉公民館運営審議会委員の委嘱について、議案第17号 

金谷公民館運営審議会委員の委嘱について、関係がありますから合わ

せて説明をお願いします。 

 社会教育課長、お願いします。 

社会教育課長  それでは、36ページでよろしくお願いいたします。 

 新たに委員さんを追加しております。 

 まず、36ページでございますが、15号議案、六合公民館運営審議会

の委員の委嘱についてでお諮りをいたします。 

 この運営審議会は、公民館の運営、適正な運営を行うために幅広い

分野から委員を募りましてご意見を聞くということで、公民館条例に

基づき設置されているものです。 

 任期は２年となっていまして、今年度末が任期満了となりますので、

これに伴いまして今回、改選をするものです。次の任期は、平成31年

４月１日から2021年３月31日まででございます。 

 これまでに、条例に基づく選出区分によりまして選出をいたしまし

た。 

 まず、六合公民館については、名簿の一番上の齋藤六合コミュニテ

ィ委員会長を初め３名の方が再任、それから２番目の伊藤六合東小学

校学校長を初め３名の方が新任となっております。 

 下から２つ目の六合公民館の市民学級の学級長については、３月29

日に選出ということで、今回、間に合いませんでした。これについて

は次回の定例会で追加でお諮りしたいと思います。今回は、この５人

についてご審議ください。 

 続きまして、37ページ、議案第16号 初倉公民館運営審議会委員の

委嘱についてです。 

 委員の任期等については同様でございます。 

 名簿の一番上、太田初倉地区自治会長を初め３名の方が新任、それ

から４番目の大塚初倉地区主任児童委員を初め３名の方が再任でござ

います。 

 続きまして、38ページ、議案第17号でございますが、金谷公民館運

営審議会の委員についてです。 

 任期等については同様でございます。 

 １番目の鈴木様を初め３名の方が再任、それから４番目の鈴木金谷

コミュニティ委員会の副会長を初め３名の方が新任でございます。 

 以上、３件でございますが、よろしくご審議ください。 

教育長  ３件の議案について説明が終わりました。委員の皆様方からの質問、

ご意見がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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 よろしいですか。 

 意見がないようですから、採決に移りたいと思います。 

 １件ずつ採決をしていきます。 

 議案第15号 六合公民館運営審議会委員の委嘱について、皆さんの

ご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 議案第15号は原案のとおり可決されました。 

 議案第16号 初倉公民館運営審議会委員の委嘱について、採決を取

りたいと思います。 

 ご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 議案第16号は原案のとおり可決されました。 

 では、次に、議案第17号 金谷公民館運営審議会委員の委嘱につい

て採決に移ります。 

 皆さん、ご異議はございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 議案第17号は原案のとおり可決されました。 

 それでは、続いて議案第18号 島田市スポーツ推進委員の委嘱につ

いて、スポーツ振興課長、説明をお願いします。 

スポーツ振興課長  それでは、議案第18号 島田市スポーツ推進委員の委嘱につきまし

て説明をさせていただきます。 

 ページは39、40ページになります。 

 島田市スポーツ推進委員規則の規定によりまして、島田市推進委員

を次のとおり委嘱するものでございます。 

 委嘱期間、委嘱年月日は、平成31年４月１日で、任期は平成31年４

月１日から2021年の３月31日までと２年間となります。 

 選任の理由につきましては、任期満了に伴うものでございます。 

 スポーツ推進委員につきましては、スポーツ基本法の規定に基づき

まして、スポーツに関する深い関心と理解を有し、職務を行うのに必

要な熱意と能力を有する者の中から選ぶことと規定をされておりま

す。また、教育委員会の規則におきましても、市のスポーツ推進のた

めの連絡調整や住民に対するスポーツ実技の指導、その他スポーツに

関する指導や助言を行う者となっております。 

 そうしたことから、今回、委嘱する方につきましては、議案書のと

おりでございますけれども、新任が４人、再任が25人の計29人を委嘱

したいと考えております。いずれの方につきましても、長年スポーツ

を実践されている方で、スポーツの経験者、指導者という方になって
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おります。 

 なお、今回の選任に当たりましては、市民からの公募を実施いたし

ました。新任のうち３名の方が応募による選任で、１名につきまして

は、現在のスポーツ推進委員からの推薦によるものでございます。 

 規則では、委員定数が40人以内となっておりますが、なかなか集ま

らないという、お願いをしてもなかなか引き受けていただけないとい

う状況もございまして29人となっておりますけれども、今後、適任者

がいれば増やしていきたいと考えております。 

教育長  説明は終わりました。委員の皆様からの質問、ご意見ありましたら

お願いします。 

 １点、もし分かりましたら、この委員の皆さんの平均年齢とか、ま

たは何十代が何人とかが大体分かったら教えていただきたいと思いま

すが。 

スポーツ振興課長  今回お願いする方の平均年齢は、54.2歳です。在籍年数は12.9年で

す、13年弱です。 

 年齢構成は、比較的50代、60代の方が半分以上です。40代の方が数

人おられて、あと30代の方が数人おられるというような状況です。一

番高齢の方は75歳になります。 

 年齢構成は大体そのような状況です。 

教育長  ありがとうございます。分かりました。 

 どうですか、皆さんからも。 

 質問がないようですから、採決に移りたいと思います。 

 議案第18号 島田市スポーツ推進委員の委嘱について、ご異議はが

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 議案第18号は原案のとおり可決されました。 

 それでは、議案第19号 島田市立図書館協議会委員の委嘱について、

図書館課長、お願いします。 

図書館課長  41ページをご覧いただきたいと思います。 

 島田市立図書館協議会委員の委嘱についてお諮りいたします。 

 こちらも、図書館条例に基づき設置しておりまして、その委員につ

いて選任をするものですが、図書館協議会は、図書館の運営等につい

て助言をいただくものでございます。 

 定員が10名となっておりまして、それぞれの選出区分から選出をし

ておりますが、今回、学校教育関係者につきましてはまだ未定という

ことで、次回の定例会に上げさせていただく予定になっております。 

 再任の者が６名、新任の者が学校教育関係者の方１名と、それから

市民公募の方１名が新任となっております。 

 委嘱の年月日は、31年４月１日から２年間の予定になっております。 



-33- 

 市民公募につきましては、もう１人の方は、今回まで２年委員をさ

れておりまして、引き続き２期目の委員になります。 

 説明は以上になります。 

教育長  説明は終わりました。委員の皆様方からのご質問等ありましたらお

願いします。 

Ｃ委員  一番下の新任の鈴木茂義さんのプロフィールが簡単にわかったら教

えてください。 

図書館課長  本当に一市民の方で、特に図書館とか学校とかそういった関係は全

くない方ですが、図書館に興味があって、趣味が旅行で、行った先で

いろんな図書館をご覧になっているということで、ほかの図書館がど

うなっているかとか、こういうところがよかったとか、そういったこ

とでご助言をいただけるのではないかということで選任させていただ

きました。 

教育長  大変珍しい方で、旅行の先々でその土地にある図書館を訪問して見

学しているという方です。だから、図書館についての知識は大変ある

方でした。 

Ｃ委員  分かりました。 

教育長  よろしいでしょうか。 

 それでは、意見もないようですから、採決に移りたいと思います。 

 議案第19号 島田市立図書館協議会委員の委嘱について、ご異議は

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 議案第19号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、付議事項は終わりました。 

 協議事項 

教育長  次に、協議事項に移りたいと思います。 

 しまだの教育（リーフレット）について、教育総務課長、説明をお

願いします。 

教育総務課長  それでは、事前に配付をさせていただいていますしまだの教育のリ

ーフレット案のカラーコピーをご覧いただければと思います。 

 右上、黄色の附箋ですけれども、これが表側の案として２案、青色

の附箋がＡ３見開きの内側となります。こちらにつきましても２案提

示をさせていただいておりますので、本日はどちらの案が適当である

か、見やすいかということでご意見をいただければと考えております。 

 まず、表側ですが、表紙の写真、２月の定例会の事前打ち合わせで

委員の皆様に選出していただきました写真になります。案の①がスポ

ーツ振興課で実施した元旦マラソンの写真、②が社会教育課で実施し

たはつくら寺子屋の写真としています。 

 元旦マラソンにつきましては、動きのある写真で親子の表情がとて
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もいい感じの写真だと思います。はつくら寺子屋につきましても、小

学生の面倒を見る中学生の暖かな雰囲気を感じる写真となっていると

思います。 

 すみません、元旦マラソンと記載になっていますが、これは元日マ

ラソン、「日」のほう。すみません、改めてください。 

 Ａ３の表紙側でもう１点、裏表紙に当たります見開きの左下側、教

育委員会委員の紹介のところですが、案２では定例会時の写真を掲載

していますが、案１では写真を外してあります。 

 次に、青い附箋の内側になります。Ａ３見開きの内側になりますけ

れども、こちらにつきましては、相談業務についてどれが見やすいか

を見ていただければと思います。 

 案１につきましては、相談内容を各課の枠から外しまして、見開き

の右上に当たるところに１カ所に集約したものでございます。案２は、

昨年度のレイアウトを利用したものとなっています。 

 また、案１ですけれども、集約したレイアウトの中で文言のほうを

多少変えたものを３案提示させていただいています。こちらについて

も、どれが見やすいかご意見をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

教育長  説明は終わりました。 

 それでは、大きく３点の課題があったと思います。 

 まず最初に表紙案１、案２のところで何かご意見がありましたらお

願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 ご意見をいただけたらありがたいですが、Ｄ委員、どうですか。 

Ｄ委員  １案が迫力があってよろしいかなと思いました。 

 ちょっと前に来過ぎている部分もあるので、もう少し引いてもいい

かなという感じですけれども、人が大勢いてにぎわいがあって１案が

よろしいかなと思いました。 

教育長  実は、もとの写真を少しトリミングをして少し大きくしました。少

し左側をカットしているんです。表情はよく分かるようになりました。 

 Ａ委員、どうですか。 

Ａ委員  いろんな課を表紙に持っていくという流れの中では、スポーツ振興

課がこのところ余り表紙にはなっていなかったので、元日マラソンが

いいのではというお話が以前、出たのですけれども、社会教育課のは

つくら寺子屋については新規の事業で、余りまだ市民の皆様にもなじ

みのないところではあるので、そちらも捨てがたいなと思いながら、

ただいろんな世代の方が参加してくださっているところもあるので、

スポーツ振興課の元日マラソンでいいのではないかなと思います。 

教育長  ありがとうございました。 

Ｂ委員  はつくら寺子屋のほうでは、後ろ姿の人が少し気になるよねという

話もあったと思うんですけれども、やはり寺子屋というのは初倉の結
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構大きな売りなので、捨てがたいなとは思っています。 

 ただ、今年度、順番からいうとスポーツ振興課なのでという話もあ

ったと思うんですけれども、でも全員前に向いて一生懸命走っている

のが明るいイメージもあってよろしいのかなとは思っています。 

教育長  ありがとうございます。 

 Ｃ委員はどうですか。 

Ｃ委員  とても動きがあって、注目するのは右側の白いシャツを着たお父さ

んが子供と手をつないでいるという、非常にお父さんの存在感をアピ

ールしているところが気に入りました。 

 初倉公民館のほうも、新しいテーマでいいんですけれども、前に進

むという動きのある今の島田の象徴する写真としては、１案を気に入

りました。 

教育長  ありがとうございます。 

 案１のほうが多いようですから、案１で進めていただきたいと思い

ます。 

 寺子屋のほうは、中に写真として活用しているところもあるもので

すから、なしになるわけではないものですから、そういう意味ではき

ちっと市民の皆さんには伝えられると思います。 

 それでは、裏の教育委員の紹介のところですが、写真を入れるか入

れないかという検討があったと思います。皆さんとしてはどちらがよ

ろしいでしょうか。 

 これまでは写真が入っていたのです。 

 どうですかＡ委員。ご意見ありましたらいただきたいと思います。 

Ａ委員  どちらでもいいかなというのが本音ですけれども、ただ、教育委員

はどんなことをしているのかなという紹介の一つとして、定例教育委

員会にはこんなふうに参加していますということが、写真があるとお

知らせできるのかなとは感じます。 

教育長  Ｄ委員、どうですか。 

Ｄ委員  どちらでもいいなとも思うのですが、ほかの課が全部写真が入って

いて活動の内容が見えるというのを考えると、教育委員もこんなふう

に話し合いに参加していますというのは見えたほうが、少しは伝わる

部分もあるのかなと思いました。 

 写真以外のところで、文字のところの主な活動という表記が縦書き

になっているのですが、ここが少し違和感がありました。質問されて

いることとは違うかもしれませんけれども、写真がないほうの表記の

仕方が少し気になりました。 

教育長  ありがとうございます。 

 Ｃ委員、Ｂ委員はどうですか。 

〔「今までどおり」と言う者あり〕 

 今までのように写真があったほうがという意見が多いようですか
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ら、そちらにしたいと思います。 

 次に、相談内容についてですが、まとめるほうがいいか、それとも

それぞれの課に分けるほうがいいかということだと思います。 

 それぞれのメリットがあるとは思いますが、これについてはご意見

をいただけたらと思います。いかがでしょうか。 

 案１は上へまとめて載せている、案２はそれぞれの課のところに、

社会教育課と学校教育課に相談業務が入っている。 

Ｄ委員  これも迷うのですけれども、各課の中に入っていたときは、やはり

ご相談くださいのところが分かりにくかったです。なので、こうして

別になったほうが、今、困っている方とか多いと思いますので、分か

りやすいかなと思います。 

 ただ、この位置でいいのかなというのは少し思ったところです。 

教育長  ありがとうございます。 

Ｃ委員  各課の業務がはっきりしているので、各課の中に今までどおりあっ

たほうが分かりやすいかなという気がするのですけれども。 

Ａ委員  場所のところではなくて、私はその所在地、教育センターだったら

北中学校隣とか、青少年相談窓口であればプラザおおるり２階みたい

な場所も分かったほうが、相談する方にとっては情報としてあったほ

うがいいのかなと思いました。 

教育長  電話番号だけでなくてということですね。その所在地があるほうが

直接訪問しやすいということだと思います。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

 私のほうから。この後、また生徒指導の報告等もありますが、問題

行動も大変増えている状況があります。そうなりますと、さまざまな

悩みを持った保護者の方、地域の方がいらっしゃると思います。そう

いうときに相談しやすい、相談場所を探しやすいということでは、こ

の特出しをしたほうが、自分の家庭、家族の問題としてどこに相談す

るのが一番適当なのかとすぐに探すことができるということで、私は

特出ししたほうがいいと思います。今までと少し変わった形で挑戦し

て見て、相談件数の増加等を見てまたもとに戻すこともあっていいと

思うのですが、とりあえず新しい挑戦として特出しするという形で１

回やってみることもいいのではないかなと思うんですが。どうでしょ

うか。 

〔発言する者あり〕 

 変えてみるということも皆さん、賛成をしていただいたようですか

ら、相談のところにつきましては特出しするような形でお願いをした

いと思います。 

 もしそれ以外のところで皆さんからのご意見がありましたらお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 もしよかったら、部長、何かありましたら。 
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教育部長  先ほどの意見の中で、相談関係の掲載場所がありました。それと特

出しした場合に住所を記載することについての２点がまだ解消されて

いないのかなと思うのですが、住所については、教育センターの下に

北中の隣接という形で多分入るのではないかと思いますが、特出しし

た相談内容を紙面の中のどこに配置するかについて協議していただけ

ればと思います。 

教育長  場所について確かに課題として残ったと思います。余り考えないで

これでいいと思ったものですから、申しわけございませんでした。 

 Ｄ委員から、少しこだわりがあったと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

Ｄ委員  可能性としては、この一番下かなとは思ったんです。上か下か。 

教育長  Ｂ委員、お話していたみたいですが、よろしかったら意見を。 

Ｂ委員  一番下でいいのではないでしょうか。 

教育長  各課の並びからしたら一番最後というご意見だと思うのですが。 

 Ｃ委員はどうですか。 

Ｃ委員  案①の１の位置がいいのではないですかね。学校教育課の近く、社

会教育課の近く、上段にありますので目立つのではないでしょうか。 

教育長  社会教育課長、何かありましたら。 

社会教育課長  きょうの関係もありますので、一番下、巻末にということで。それ

から、Ａ委員から場所ということもありましたので、１件１行という

形で、左にその相談の内容、それからそれが場所はどこですと、その

後電話ということで表現するのでどうでしょうか。レイアウトについ

ては。 

教育長  少し工夫をしてもらって。 

 あと、場所は今、一番上、案①の１という案と、一番下に持ってく

るという２つの意見があったと思いますが、これについて決めていき

たいと思います。どうでしょうか、上か下か。課の並びからしたら一

番下。目立つように上にという意見と２つに割れていると思いますが、

Ａ委員はどうでしょうか。 

〔「下にこだわりませんから」と言う者あり〕 

Ａ委員  そうですね、難しいところだとは思うのですけれども、たぶん、い

ろんな課のボリュームとの兼ね合いもあってのこの、内側の見開いた

ところの右側のページになるということだと思うんですけれども。 

 ただ、刷ってみると色がまたちょっと変わって、紙も違うので変わ

ってくると思うのですけれども、私は場所よりもこのお気軽にご相談

くださいの文字が見にくいことが少し気になっていて、ここがもう少

し見やすい形になれば、上でも下でも印象が違うのかなと。丸に白く

字を抜かなくてもいいのかな、あえてそこは変えることで目立つ可能

性もあるのかなと思いました。 

教育部長  先ほど教育長から今回は特出しでというお話がありましたので、例
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えばこういう相談というは大体一番下にあるのがこれまでのパターン

かなと思うと、特出しというところだともしかしたら上に持っていっ

たほうが今回はいいのかなと。 

 すみません、参考までです。 

教育長  ありがとうございました。 

 場所については、上にという意見が少し多い感じがします。そのよ

うに１回挑戦してみるということでどうでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

 レイアウトについては、少し担当で調整してもらって、このレイア

ウトだけでしたら、ファクス等の交換でもできると思うものですから。 

 すみません、来月の教育委員会でも間に合うのでしょうか。そこで

はもう遅いんでしょうか。厳しいですか。 

事務局  発言させていただきます。 

 今回、ゴールデンウイークが10連休になるので、発注を早めにした

いものですから、４月24日の定例会でお諮りするのは厳しい状態です。 

教育長  それでは、１日に皆さんと顔を合わせるものですから、その場にお

いて少し提案したいと思います。少しここのレイアウトだけ作ってい

ただけないでしょうか。よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

 それでは、表紙は案１、委員会は写真を入れる、それから相談内容

は特出しで、レイアウトについては再度提案していただくということ

にしたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、次回教育委員会定例会における協議事項の集約に移りた

いと思います。 

 何か事務局から用意するものがあるんでしょうか。 

教育総務課長  事務局からは特にございません。 

教育長  委員の皆さんから何か協議したいという内容がありましたらお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「ありません」と言う者あり〕 

 よろしいですか。 

 それでは、以上をもって協議事項の集約については終わりにしたい

と思います。 

 報告事項 

教育長  それでは、報告事項に移りたいと思います。 

 報告事項については、全てが終わった後、ご質問等を受けたいと思

いますから、よろしくお願いします。 

 最初に、平成31年２月分の寄附受納について、教育総務課、お願い

します。 

教育総務課長  43ページをご覧いただきたいと思います。 

 平成31年２月分の寄附受納でございますけれども、まず、全中学校
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７校に、粕谷たか子様から生徒用図書、現物がこちらになりますが、

バラの祈り、死の灰を乗り越えてということで、第５福竜丸に関連す

ることが掲載されているものでございます。また回しますので、見て

いただければと思います。 

 また、第二小学校では、ＰＴＡから児童用図書41冊、島田第五小学

校でもＰＴＡからワンタッチ日よけテント１張の寄附を受納していま

すので、ご報告をさせていただきます。 

教育長  ありがとうございました。 

 それでは、２月分の生徒指導について、学校教育課長、説明をお願

いします。 

学校教育課長  問題行動ですけれども、小学校でも中学校でも年度末で非常に上昇

するというのは珍しいのですけれども、残念ながら悪化しているとい

う状況です。 

 小学校は、ずっと１年間やってきましたけれども、小学校低学年が、

何度も同じ児童がそこにあるような授業放棄だとか児童間暴力、対教

師暴力というところで、なかなか解決しないところがあります。 

 不登校は若干減ったところも見えますけれども、基本的には６年生、

中１というのは最も注意しなければならない学年で、前月比から少し

増えています。全体的には、微減はありますけれども、100人規模とい

うのは昨年と同様、多い状態が続いていると思います。これは、島田

市だけではなくて、全国でも同じ傾向はあります。静岡県ももちろん

そうです。 

 そういう中で、政令市等では、不登校でもｅ－ラーニング等を活用

した登校実績というか授業実績という施策もとりだしている市町もあ

ります。焼津市も取り組み始めたようですけれども、時代の流れかな

とも感じております。 

 いじめのほうは、問題行動と連動する傾向は確かにあるんではない

かなと思います。それと、最近のいじめに関係した報道が契機になっ

て報告が増えているというところもあるかと思います。問題行動との

連動を大変危惧しております。 

 教育センターですけれども、時々によって各増減はありますけれど

も、やはり不登校についての相談は多いと言えると思います。 

 それと、特別支援教育にかかわって、小学校の相談が多い状況は続

いています。中学校も少し増えています。 

 それと、利用状況も、新しく30年度からは子供観察ということで学

校へ出向いてということがあったので、そういうところも数の増減に

影響しているところがあるかもしれません。新しいやり方というもの

をいろいろ試行錯誤しているところで、数の増減に影響した可能性は

あると思います。 

 大変心配な状況にあるということで本年度、締めたいと思います。
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ありがとうございました。 

教育長  続いて、食物アレルギーの対応マニュアルについて、学校給食課、

お願いします。 

学校給食課長  お手元に配付のＡ４横の概要版の資料、ございますでしょうか。そ

れからアレルギー対応マニュアルの45ページからなる冊子、それから

主に学校から給食センターに使います様式集３つがあるかと思います

が、よろしくお願いします。 

 まず、このマニュアルを作成する趣旨ですけれども、島田市では、

平成27年度より運営を開始しております中部学校給食センターにおい

て、アレルギー調理を行っております。この開始のときに合わせまし

て、平成27年３月に島田市の学校給食食物アレルギー対応マニュアル

を策定しております。 

 このマニュアルにつきましては、さらにアレルギーとはというアレ

ルギーの概要や知識に関すること、国の食物アレルギー対応の大原則

や市の対応の実施基準、また認定までの具体的手続や調理から配膳、

学校への受け渡しの流れ、緊急対応などを充実させ、今回、改定を行

いました。 

 今後は、除去対象品目については８品目に限定をした上で、それ以

外にアレルゲンを有する児童生徒についても対象としていくよう方法

を改めていきます。そのために、安全安心な給食の提供ということで、

このマニュアルを充実させております。 

 作成までの経過としましては、昨年10月30日に校長、教頭、養護教

諭、栄養教諭で組織するアレルギー対応のマニュアル作成部会を組織

いたしました。その後、２回の作成部会を経て、今回、作成をしたも

のであります。 

 表紙をご覧いただきまして、１ページ開いていただきますと、目次

があります。目次を見ていただきますと、「はじめに」が１ページから

２ページとなります。国のほうのきっかけとしまして、平成24年12月

に他自治体、東京都調布市になりますが、給食のおかわりによりアナ

フィラキシーショックにより亡くなるという事故を受け、国のほうで

動き出したという経過があります。こうしたことが、国のガイドライ

ン、それから対応指針というものが「はじめに」載せてあります。 

 また、３ページから７ページにつきましては、食物アレルギーとは

ということで、定義やアレルギーの仕組み、症状等を紹介しておりま

す。 

 ８ページ以降、20ページまでは、島田市の給食における対応の基本、

考え方について載せてあります。 

 また、21ページから26ページは、写真も交えながら、またフローチ

ャートを交えながら、認定から調理、配膳までの流れ、毎月、毎日の

流れを記載しております。 
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 また、25ページ以降は、調理場から学校への配送、配膳について載

せてあります。 

 また、27ページからは、学校、学校給食センター、教育委員会、保護

者のそれぞれの役割について記載をしております。 

 最後に、34ページ以降につきましては、アレルギー緊急時対応マニ

ュアルを載せてあります。 

 また、緊急性の判断、エピペンの使い方、また救急要請、心肺蘇生

とＡＥＤの手順、症状チェックシートなど、こちらについては東京都

のものを許可を得て採用させてもらっております。 

 今回の大原則というところですけれども、Ａ４の横型に書いてあり

ますが、例えば四角で囲ったところが１から６まで記載があります。

食物アレルギーを有する児童生徒にも給食を提供する。そのために安

全性を最優先とするという考え方です。 

 また、食物アレルギー対応委員会、これは各学校の中に設置をして

いただくよう今、依頼をしておりますけれども、校長を筆頭に、校内

の対応委員会により組織で行っていただくということになります。 

 また、③では、国のここで言うガイドラインに基づき、医師の診断

による学校生活管理指導表の提出を必須とさせています。 

 また、安全性確保のため、原因食物の完全除去対応、この完全除去

対応というのは、提供するかしないか、少しなら食べられる、煮てあ

れば大丈夫というような曖昧なことはだめということで、完全除去対

応を原則としています。 

 また、学校や調理場の施設設備、人員等を鑑み、無理な対応は行わ

ないとしております。 

 また、教育委員会等は、食物アレルギー対応について一定の方針を

示すとともに、各学校の取り組みを支援するということも大原則とし

ていきます。 

 下のほうの（４）の①には、先ほどの８品目の記載があります。８

品目の除去ということで進めていきますけれども、２つ目のポツで、

この８品目に加え、８品目以外のアレルギーを有する児童生徒につい

ても対象としているということで、32年度からこのマニュアルに基づ

いて実施をしていきたいと考えております。 

 なお、このマニュアルについては、学校現場、それから保護者等に

４月以降、周知を図っていきたいと考えております。 

 概要については以上です。 

教育長  ありがとうございました。 

 それでは、第２次島田市生涯学習推進大綱及び第２期島田市子ども・

若者育成支援計画の策定について、社会教育課長、説明のほうお願い

します。 

社会教育課長  それでは、今ご紹介のありました大綱と育成支援計画の策定につい
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て報告します。 

 お手元に製本をお配りしてございます。 

 この２件については、非常に長い間熱心にご審議いただきまして、

まことにありがとうございます。これをもちまして策定の運びとなり

ました。 

 生涯学習推進大綱につきましては、来年度から2026年度まで、それ

から、若者育成支援計画につきましては、2023年度までということで

計画を推進してまいりたいと思います。 

 生涯学習推進大綱については、内容について今、非常に島田らしい

ものとさせていただきましたが、具体的にどう進めるのかというとこ

ろをお示しをしなければいけないかなと考えておりまして、来年度か

らは推進委員の皆様と具体的な推進の方法について少しずつ進めてま

いりたいと思います。 

 それから、支援計画につきましては、関係各期間のマニュアルのよ

うなものとして、効果的に進めていくためのガイドブックというよう

な形をとっていきたいと思っております。 

教育長  ありがとうございます。 

 それ以外に何か報告事項を用意している課はあるでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

 それでは、委員の皆様方から何かご質問等ありましたらお願いした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

教育総務課長  １点、先ほどのリーフレットの関係で１つ確認ですけれども、内側

のほうですけれども、特出しして相談内容を提案させていただきます。

その内容で、①－１、①－２、①－３と３つ表記の仕方の案を提示さ

せていただいています。 

 ①－１と見比べていただければいいと思いますけれども、①－２で

すけれども、島田市教育センター、島田市青少年相談窓口というその

大きなものの下に、①－２は相談内容、電話番号という言葉を表記し

てあります。①－３につきましては、この大きな島田市教育センター

と青少年相談窓口というもの自体も外しております。 

 ということですが、①－１の構成で作成することでよろしいでしょ

うか。 

教育長  どうですか、皆さんから意見がありますか。 

 Ａ委員。 

Ａ委員  ①－１でいいと思います。 

教育長  よろしいですか。 

 私も、相談内容というのは読めば分かるものですから、わざわざ内

容と書かなくてもいいとは思います。電話番号についてもこの表記だ

と思いますから、１の案でいいのではないかなと思います。これを参

考に検討をお願いしたいと思います。 
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 では、報告事項について何かご質問等ありましたらお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

Ｂ委員  学校給食課に質問ですけれども、エピペンの使い方、これについて、

いただいた資料の、マニュアルの33、34、35ページあたりに非常に丁

寧に書いてあるのですけれども、エピペンの投与のタイミングという

のは初期症状に陥る前の前段階といか、プレショック症状のときに投

与すると非常に効果的だと言われています。頻度というのは年間に１

件あるかどうかという程度だと思うのですけれども、その辺りのこと

がもう少し分かりやすくなるほうがいいかなと少し印象を持ったので

すけれども。運用は、例えばここに書いてあるように、ショックが起

こったら子供から離れず観察する、助けを呼ぶ、それから教員の２人

に準備、連絡を頼む、それから管理者が到着するまでリーダーする、

それからエピペンの使用です。 

 実際に起こるとなると、命が優先だと思うので、やはりその場にい

る大人がすかさずそういう症状を確認したら打つというのが原則だと

思います。運用上で結構ですので、そういう形で進めていただければ

ありがたいなと、これを見ておもったものですから。 

学校給食課長  確かに、瞬時に対応するというのは必要かなと思います。こういっ

たフローチャート、アレルギー症状を確認して、全身の症状とか当て

はまるものをチェックしたりしている時間は、本来はないのかもしれ

ませんですから、その辺はまた確認して、学校で説明をさせていただ

きますので、そのような中で運用についてまた学校教育課とも相談し

ながら説明をしていきたいと思います。 

Ｂ委員  よろしくお願いします。 

 エピペンを製造・販売していた会社にいたものですから。 

教育長  ショック症状については症状の出方がさまざまです。ですから、緊

急時の、特に重篤のショック症状のある方については、今、Ｂ委員が

言ったように速やかに対応しなければならないと思います。 

 特にひどい方については、消防署と連携もしていまして、島田の消

防署から救急車が来るばかりでもないものですから、例えば吉田から

来る場合もあります。そういうところとも情報共有をお願いをしてい

るものですから、そういう意味ではある程度の体制は整えてあると思

います。 

 どうですか、それ以外に何かご質問等ありましたら。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、報告事項については以上にしたいと思います。ありがと

うございました。 

 あと１点、私のほうからは31年度の肘掛け椅子の原稿順番を配付し

ておきました。 

 それから、文化課からもさまざまなパンフレットが分けられていま
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すから、また内容を確認をしていただきたいと思います。 

 文化課長から何か説明することがあったらお願いします。 

〔「特にございません」と言う者あり〕 

 いいですか。 

 会議日程について 

教育長  それでは、以上をもって終わりにしたいと思いますが、次回、次々

回の教育委員会の日程について、総務課長、お願いします。 

教育総務課長  それでは、会議日程についてですが、次回、第４回島田市教育委員

会定例会ですけれども、31年４月24日水曜日、午後２時からプラザお

おるり１階、第１会議室でお願いしたいと思います。 

 続きまして、次々回、第５回の教育委員会定例会でございますけれ

ども、５月28日火曜日、午後２時から金谷公民館ということでご提案

をさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

教育長  日程についてはいかがでしょうか。 

〔「いいです」と言う者あり〕 

 では、そのように進めていただけたらと思います。 

教育総務課長  よろしくお願いします。５月28日火曜日、午後２時から金谷公民館

ということでお願いいたします。 

教育長  それでは、以上をもちまして平成31年第３回教育委員会定例会を閉

会とします。ありがとうございました。 

  

  

  

 閉  会    午後４時32分 

  

  

 

 

 

 

 

 

  


